
亀 山 市 告 示 第 １ ９ 号  

 亀 山 市 私 立 幼 稚 園 就 園 奨 励 費 補 助 金 交 付 要 綱 の 一 部 を 改 正

す る 告 示 を 次 の よ う に 定 め る 。  

  令 和 元 年 ５ 月 ３ ０ 日  

亀 山 市 長  櫻  井  義  之  

 

   亀 山 市 私 立 幼 稚 園 就 園 奨 励 費 補 助 金 交 付 要 綱 の 一 部 を

改 正 す る 告 示  

 

亀 山 市 私 立 幼 稚 園 就 園 奨 励 費 補 助 金 交 付 要 綱 （ 平 成 ３ ０ 年

亀 山 市 告 示 第 １ ０ ６ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

附 則 を 附 則 第 １ 項 と し 、 同 項 に 見 出 し と し て 「 （ 施 行 期

日 ） 」 を 付 し 、 附 則 に 次 の １ 項 を 加 え る 。  

（ 失 効 ）  

２  こ の 告 示 は 、 令 和 元 年 ９ 月 ３ ０ 日 限 り 、 そ の 効 力 を 失 う 。

た だ し 、 同 日 ま で に 交 付 の 決 定 が な さ れ た 補 助 金 に つ い て

は 、 こ の 告 示 は 、 同 日 以 後 も 、 な お そ の 効 力 を 有 す る 。  

別 表 備 考 ８ 中 「 退 園 し た 場 合 」 の 次 に 「 及 び 幼 稚 園 就 園 奨

励 事 業 が 年 度 途 中 に お い て 終 了 し た 場 合 」 を 加 え 、 「 次 の 各

号 に 掲 げ る 場 合 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 算 式 に よ り 算 定 し

た 金 額 （ そ の 額 に ５ ０ 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は こ れ を 切 り

捨 て 、 ５ ０ 円 以 上 の 端 数 が あ る と き は こ れ を １ ０ ０ 円 に 切 り

上 げ る も の と す る 。 ） 」 を 「 こ の 表 に 規 定 す る 金 額 に 保 育 料

の 支 払 い 月 数 を 乗 じ て 得 た 額 を １ ２ で 除 し て 得 た 額 （ そ の 額

に ５ ０ 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は こ れ を 切 り 捨 て 、 ５ ０ 円 以

上 １ ０ ０ 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は こ れ を １ ０ ０ 円 に 切 り 上

げ た 額 ） 」 に 改 め 、 同 備 考 各 号 を 削 り 、 同 表 中 備 考 １ ０ を 備

考 １ １ と し 、 備 考 ９ の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。  

１ ０  対 象 園 児 が 途 中 入 園 し 、 又 は 退 園 し た 場 合 及 び 幼 稚

園 就 園 奨 励 事 業 が 年 度 途 中 に お い て 終 了 し た 場 合 に お け

る 保 護 者 が 実 際 に 支 払 っ た と す る 保 育 料 等 の 額 は 、 第 １

号 に 掲 げ る 算 式 に よ り 算 定 し た 額 （ そ の 額 に ５ ０ 円 未 満



の 端 数 が あ る と き は こ れ を 切 り 捨 て 、 ５ ０ 円 以 上 １ ０ ０

円 未 満 の 端 数 が あ る と き は こ れ を １ ０ ０ 円 に 切 り 上 げ た

額 ） 及 び 第 ２ 号 に 掲 げ る 算 式 に よ り 算 定 し た 額 の 合 計 額

と す る 。  

（ １ ） 入 園 料 × 退 園 又 は 幼 稚 園 就 園 奨 励 事 業 が 終 了 す る ま

で の 保 育 料 の 支 払 い 月 数 ÷ 年 間 在 籍 月 数  

（ ２ ） 保 育 料 × 退 園 又 は 幼 稚 園 就 園 奨 励 事 業 が 終 了 す る ま

で の 保 育 料 の 支 払 い 月 数  

   附  則  

こ の 告 示 は 、 公 表 の 日 か ら 施 行 し 、 令 和 元 年 度 分 の 補 助 金

の 交 付 か ら 適 用 す る 。  


